
瀬戸 企業職員 特殊勤務手当 支給 関 規程 一部を改正 規

程を 公  

成 月 ９日 

瀬戸 長 増 岡 錦 也  

瀬戸 水道事業管理規程第 号 

瀬戸 企業職員 特殊勤務手当 支給 関 規程 一部を改正

規程 

瀬戸 企業職員 特殊勤務手当 支給 関 規程 昭和 水道事

業管理規程第 号 一部を次 う 改正  

次 表 改正前 欄 掲 規定を同表 改正 欄 掲 規定

線 示 う 改正

改正  改正前 

 月額 手当 支給方法  

 第 条 職員 来 職務 月額

定 手当を受 勤務 従

事 次 各号 掲 場合を除

月額 手当を支給  

  月 初日 日 休日ま 日曜日 あ

日 い 日 最

近い日 休日ま 日曜日 い日

日 い 当該勤務 く を命

場合 

  月 日 日 休日ま 日曜日 あ

日前 い 日 最

近い日 休日ま 日曜日 い日 前

日 い 当該勤務を解 場合 

  月間 い 当該勤務 従事 い日

休日 日曜日 休暇日 無給休暇を除く

び公務 起因 傷い疾病 勤務



従事 い日を除 日以 あ 場合 

  前項 場合 い 職員 同項各号 い

該当 び同項 規定

勤務 職員 臨時的 ま 応援 従事

当該勤務 従事 日数 応

月額を日割計算 方法 支給

日割計算 結果 月 当

該手当 支給金額 月額を え 月

額を 支給金額  

  前項 規定 日割計算 月額

を乗 得 額 満 端数を生

を日額

職員 当該勤務 従事 日数を乗

方法  

日額 手当 支給方法  日額 手当 支給方法  

第 条 ＜省略＞ 第 条 ＜省略＞ 

手当 支給日  手当 支給日  

第 条 ＜省略＞ 第 条 ＜省略＞ 

別表 第 条関係  別表 第 条関係  

勤務 容 手当額 

＜省略＞ ＜省略＞ 

電気事業法 昭和 ９ 法 第

７ 号 規定 選任さ

電気主任技術者 行う電気

業務 

日額 

 

＜省略＞ ＜省略＞ 
 

勤務 容 手当額 

＜省略＞ ＜省略＞ 

電気事業法 昭和 ９ 法 第

７ 号 規定 選任さ

電気主任技術者 行う電気

業務 

月額 ，

 

＜省略＞ ＜省略＞ 
 

  

附 則 

施行期日  

 規程 成 月 日 施行  

経過措置  

 規程 改正 瀬戸 企業職員 特殊勤務手当 支給 関



規程 規定 規程施行 日 以 施行日 いう 以

行う業務 い 適用 施行日前 行わ 業務 対 特殊勤務手

当 支給 い 従前 例  

 


